
こどもこどもこどもこども医療費助成の医療費助成の医療費助成の医療費助成の拡充拡充拡充拡充についてについてについてについて
本年１０月診療分から、

・ 助成の対象年齢を１５歳から１８歳※ まで拡大

・ 千円の自己負担を撤廃

・ 窓口における支払いを現物給付化

【※１８歳の最初の３月３１日まで】

準備等について

・ 適正受診のための啓発（７月から随時）

・ 対象年齢拡大分の受給者証の申請受付（７月初旬）

・ 円滑な請求事務のための説明会の開催

医師会、歯科医師会、薬剤師会

・ 受給者証の送付（９月下旬）
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加賀市三世代ファミリー同居・近居促進事業加賀市三世代ファミリー同居・近居促進事業加賀市三世代ファミリー同居・近居促進事業加賀市三世代ファミリー同居・近居促進事業
子育てしやすい環境づくりを図るため、市内に住所のある

人で、新たに三世代で同居、または近居を始めるために

住宅の新築、購入、増築、改築又は改修を行う場合に補助

金を交付します。 【平成２７年９月１日から申込受付開始】

●次の７つの要件を満たす人

①平成２７年４月１日以降に新築等の契約を締結したもの

②新築等を行う人が三世代同居・近居を行う世帯員であること

③新築等に要した費用が１００万円以上であること

④三世代同居・近居を始める世帯の子どもが１８歳未満であること

⑤平成２７年１２月末日までに、住民登録を変更し、三世代同居・

近居を始めること

⑥加賀市移住住宅取得助成事業の補助を受けていないこと

⑦市税等の滞納がないこと（世帯全員）
２２２２



多子多子多子多子世帯に世帯に世帯に世帯にかかるプレミアム商品券販売実績にかかるプレミアム商品券販売実績にかかるプレミアム商品券販売実績にかかるプレミアム商品券販売実績についてついてついてついて

割引購入券 発送数 販売数 残数 販売率

2,000円 子ども4人以上 120 112 8 93.3%

4,000円 子ども3人 730 648 82 88.8%

6,000円 子ども2人 2,436 1,972 464 81.0%

合計 3,286 2,732 554 83.1%

１ 販売期間

７月１２日(日)～７月３１日(金)

※上記期間中、１２日(日)、１８日(土)、１９日(日)も販売を実施

２ 販売時間

(1) 平日：午前８時３０分～午後６時３０分

(2) 土日：午前８時３０分～午後５時１５分

３ 販売場所

市役所正面玄関ロビーなど

４ 販売実績

３３３３



保育の必要性保育の必要性保育の必要性保育の必要性

・保育所

・認定こども園
・幼稚園

・認定こども園

在宅育児家庭通園保育モデル事業在宅育児家庭通園保育モデル事業在宅育児家庭通園保育モデル事業在宅育児家庭通園保育モデル事業

在宅在宅在宅在宅育児家庭育児家庭育児家庭育児家庭の満の満の満の満3333歳未満児歳未満児歳未満児歳未満児は、子ども・子育て支援
新制度下でも、「通園」による保育サービスの対象外「通園」による保育サービスの対象外「通園」による保育サービスの対象外「通園」による保育サービスの対象外

親 ………… 保育士や他の親等の関わりなどを持つ保育士や他の親等の関わりなどを持つ保育士や他の親等の関わりなどを持つ保育士や他の親等の関わりなどを持つこと
で、精神的不安を軽減精神的不安を軽減精神的不安を軽減精神的不安を軽減

子ども … … … … 同世代の子どもや親以外の大人との同世代の子どもや親以外の大人との同世代の子どもや親以外の大人との同世代の子どもや親以外の大人との関わり関わり関わり関わり
の中で、健やか健やか健やか健やかに育つに育つに育つに育つ機会を提供

「通園」「通園」「通園」「通園」

「集団保育」「集団保育」「集団保育」「集団保育」

・親同士の交流・親同士の交流・親同士の交流・親同士の交流
・社会活動・社会活動・社会活動・社会活動

在宅育児家庭の満3歳未満児が、定期的に集団保育を定期的に集団保育を定期的に集団保育を定期的に集団保育を
受ける受ける受ける受けることができるよう支援

認定認定認定認定こどもこどもこどもこども園園園園

→＜補助基準額（負担割合：県1/2、市町1/2）＞

・運営費（児童1人・利用1回あたり日額）

0 歳児 : 2,400円

1、2歳児 : 1,200円

・事務費（1施設あたり年額） 150,000円
４４４４

【実施を検討】

【【【【有有有有】】】】 【【【【無無無無】】】】

０歳

３歳

６歳


